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平成３１年２月藤沢市議会定例会 

子ども文教常任委員会  資料 

 

幼児教育・保育の無償化の概要について 

 

「幼児教育・保育の無償化（以下「無償化」という。）」については，「新しい経済政策パッ

ケージ（平成２９年１２月８日閣議決定）」及び「経済財政運営と改革の基本方針２０１８（平成３０

年６月１５日閣議決定）」に基づき，国において検討が進められる中，「幼児教育・高等教育無償

化の制度の具体化に向けた方針（平成３０年１２月２８日関係閣僚合意）」が示されたため，現段階

での国の方針の概要と，本市の今後のスケジュールについて，報告するものです。 

 

１ 国の方針の概要 
 
（１）趣旨・目的 

無償化は，子どもたちに対し，生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会

を保障するとともに，少子化対策の１つとして，子育て世代の経済的な負担軽減を図

ることを目的に，平成３１年１０月から開始するものです。 
 

（２）対 象 者 等 

無償化の対象者は，３歳から５歳の児童，及び０歳から２歳の住民税非課税世帯の

児童（以下「対象児童」という。）で，幼稚園，認定こども園，及び認可保育所（地域

型保育事業を含む。以下同じ。）における保育料が無償となります。 

また，認可外保育施設等を利用する対象児童については，当該施設が多様化する保

育ニーズに対応するとともに，認可保育所等の代替的・補完的役割を担っている現状

を踏まえ，保育の必要性がある場合は，施設の利用料が無償化の対象となります。 

【図表１】無償化の具体的なイメージ(例) 

 
出典：「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」(平成３０年９月２６日付内閣府等事務連絡 添付資料，一部加工) 
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（３）対象範囲（対象サービス等） 

無償化の実施においては，対象児童が主として利用する施設に応じて，無償化の対

象範囲（対象サービス等）が異なります。 

なお，対象児童が就学前の障がい児の発達支援（障がい児通園施設）を利用する際

にかかる費用についても無償化の対象となり，幼稚園や認可保育所，認可外保育施設

等と併行して通園している場合は，両方とも無償化の対象となります。 

【図表２】利用施設別の無償化の対象範囲 

主として利用する施設 
保育の必要性 

（対象要件） 

無償化の対象範囲（対象サービス等） 

基本サービス 
（毎月の保育料等） 

併用サービス等 

延長／預かり 他の施設・サービス等 病児・病後児 

幼
稚
園 幼稚園（施設型給付・私学助成） 

認定こども園（教育） 

無 無 償 

又は 

2.57万円/月まで無償 

× 

（実費／現行と同じ） 

有 
1.13 万円/月まで無償

＊１
 

(1.63 万円/月まで無償＊２) 
× 

(実費／現行と同じ) 

認
可
保
育
所 

公立保育所 

法人立認可保育所 

認定こども園(保育) 

地域型保育事業所 

有 無 償 
× 

（実費／現行と同じ） 

認
可
外
保
育
施
設
等 

企業主導型保育事業 

有 

無 償 
× 

（実費／現行と同じ） 

認可外保育施設 

一時預かり事業 

ファミリー・サポート・センター事業 

合わせて 3.7 万円/月まで無償 

      (4.2 万円/月まで無償) 

※ 「無償化の対象範囲（対象サービス等）」において，「無償」とあるものは保育料等が０円となる場合で，
金額が記載してあるものは無償化の対象となる保育料等の上限額（下段の( )内は，０歳から２歳の住
民税非課税世帯の対象児童の場合の上限額）である。  

＊１ 基本的には，幼稚園における預かり保育が無償化の対象となるが，主として利用する幼稚園が，預かり保育を実施して

いない，又は十分な水準の預かり保育を提供していない等の要件に該当しているため，預かり保育として認可外保育施設

等の他の施設・サービス等を利用する場合には，その利用料が無償化の対象となる。 

＊２ 幼稚園は満３歳から利用が可能なため，併用サービス分を利用する場合，満３歳になる年度(２歳児クラス)については，

住民税非課税世帯である場合のみ，( )内の金額を上限に無償化の対象となる。 

 

（４）給付等の方法，財源措置 

無償化の実施における対象児童の保護者への給付等の方法については，対象児童が

利用する施設等に応じて異なります。 

子ども・子育て支援新制度の対象である施設型給付幼稚園や認可保育所を利用する

場合，対象児童の保護者は保育料を支払う必要がなくなります。一方，子ども・子育

て支援新制度に移行していない私学助成の幼稚園や認可外保育施設等を利用する場合，

対象児童の保護者は，原則，現行と同様に利用料を一度支払う必要があり，その実績

等に応じて当該費用分を対象児童の保護者又は施設に給付することとなります。 

また，無償化の実施に係る費用の国・地方の負担割合（財源措置）については，公

立保育所は市町村が全額負担し，それ以外の施設（企業主導型保育事業を除く。）は，原則，

国が２分の１，都道府県が４分の１，市町村が４分の１を負担することとなります。 

なお，平成３１年度は，無償化の実施に係る地方負担分の費用について，国費によ

る対応を予定しています。 
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【図表３】対象施設別の給付等の方法・財源措置 

対象施設等 

現   行（無償化実施前） 無償化実施後 

給付等の方法 
給付等に係る財源措置 

給付等の方法 
給付等に係る財源措置 

国 県 市 その他 国 県 市 その他 

幼
稚
園 

施設型給付幼稚園 

認定こども園（教育） 
─ 

（全国統一） 

保育料 

(施設徴収) 
保育料なし＊３ 

（全国統一） 

─ 
1/2 1/4 1/4 1/2 1/4 1/4 
（地方単独） （地方単独） 

─ 1/2 1/2 ─ 1/2 1/2 

私学助成の幼稚園★ 
個人給付又は施設補助 

 
(幼稚園等就園奨励費補助) 

1/3 ─ 2/3  
個人給付＊４ 

又は 
施設補助＊５ 

1/2 1/4 1/4  

幼稚園預かり保育★ 
─ 

(利用者負担のみ) 
─ ─ ─  

個人給付＊４ 
又は 

施設補助＊５ 
1/2 1/4 1/4  

認
可
保
育
所 

公立保育所 ─ ─ ─ 10/10 
保育料 

(市徴収) 
保育料なし＊３ ─ ─ 10/10 ─ 

法人立認可保育所 ─ 1/2 1/4 1/4 
保育料 

(市徴収) 
保育料なし＊３ 1/2 1/4 1/4 ─ 

認定こども園（保育） 

地域型保育事業所 
─ 1/2 1/4 1/4 

保育料 

(施設徴収) 
保育料なし＊３ 1/2 1/4 1/4 ─ 

認
可
外
保
育
施
設
等 

企業主導型保育事業 
─ 

(国の直接補助) 
10/10 ─ ─ 

利用料 

(施設徴収) 
─ 

(国の直接補助) 
10/10 ─ ─ ─ 

認可外保育施設★ 

一時預かり事業★ 

ファミリー・サポート・センター事業★ 

(利用者負担のみ) 
 

※市町村独自の補助

制度がある場合あり 
─ ─ (10/10)  

個人給付＊４ 
又は 

施設補助＊５ 
1/2 1/4 1/4  

※ 「対象施設等」のうち，★がある施設等については，無償化の実施に伴い，対象児童の保護者が支払う
利用料に関する新たな給付制度が創設される予定である。  

＊３ 保育料なし … 対象児童の保護者が保育料を支払う必要がない方法（市・施設は保育料徴収が不要）。 

＊４ 個人給付 …… 対象児童の保護者に対し，利用料の支払い等の実績に応じて算出する金額（無償化上限額まで）を給付

する方法。 

＊５ 施設補助 …… 対象児童の保護者が支払う利用料の実績等に応じて算出する金額（無償化上限額まで）を，施設に対し

て給付する（施設が代理受領する）方法。この場合，地域の実情に応じて，施設が対象児童の保護者から

利用料を徴収しない制度とすることもできる。 

 

（５）そ の 他 

ア 施設等の利用に係る認定の必要性 

対象児童が無償化の対象となるためには，これまで子ども・子育て支援法に基づ

く認定を必要としなかった施設等（私学助成の幼稚園，幼稚園の預かり保育，認可外保

育施設等）を利用する際にも，認定が必要となります。 

イ 食材料費の取扱い 

幼稚園及び認可保育所における食材料費の取扱いについては，現行制度において，

実費又は保育料の一部として保護者が全額負担してきたことを踏まえ，無償化の実

施にあたってもこの考え方が維持され，実費として対象児童の保護者が全額負担す

ることになります。 

また，認可外保育施設等についても同様の考え方に基づき，給食費等の食材料費

に相当する費用は保育料と区別され，無償化の対象外となります。 
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２ 本市の施策・制度設計に向けたスケジュール等 
 

無償化の実施に向けた国の方針等に基づき，対象となる施設やサービス等の現状を踏ま

えるとともに，現行制度における実情や課題等を検証しながら，平成３１年１０月の開始

に向けた本市の施策の検討や制度設計を進めていきます。 
 

 《市》 今後の予定等 《国》 主な動き 

平成３０年度  

５月  無償化措置の対象範囲等に

関する検討会 報告書 

６月  経済財政運営と改革の基本

方針２０１８（骨太の方針） 

７月  市町村実務検討チームによ

る検討（～現在） 

１２月  政府予算案 

無償化の制度の具体化に向

けた方針 

 市施策・制度設計等の検討（～５月）  

２月 ２月藤沢市議会定例会 

子ども文教常任委員会へ国の方針等の概要の報告 

法案閣議決定(見込) 

３月 (制度設計等に向けた事業者等との調整)  

平成３１年度  

４月   

５月 市施策等の方針(案)の決定 

関連例規等(条例・規則・要綱等)の整備 

関連省令公布・施行(見込) 

６月 ６月藤沢市議会定例会 

子ども文教常任委員会へ市方針(案)等の報告 

関連条例の改正等議案の上程 

関連要綱等の制定・改正等 

 

７月 事業者向け事務説明会等の開催 

対象児童の保護者等への制度等の周知 

 

８月 対象児童の認定申請等の事前受付（～９月末）  

９月 ９月藤沢市議会定例会 

補正予算議案の上程 

 

１０月 幼児教育・保育の無償化 開始  

 

 

以  上 

 

（事務担当  子ども青少年部 保育課） 


